
１．はじめに

　本研究では、日印の女性障害者の高等教
育と就業について、両国の政策・施策、高
等教育統計及び筆者らによる質問紙調査結
果等の比較検討を行い、その解明を試みた
ものである。
　日本において高等教育機関（短期大学・
専門学校を含む）への進学率は、2024 年
に同年齢人口の 87.3％であった（文部科学
省，2024）。一方、アジア諸国においても
高等教育の量的拡大が急速に進み、本研究
で比較対象国として取りあげるインドで
も高等教育への進学率（Gross Enrolment 
Ratio: GER）が 2021-22 年に同年齢人口
の 28.4 ％ に 達 し て い る（Department of 
Higher Education, n.d.）。
　高等教育機関への進学者数の増加に伴
い、支援が必要な障害のある学生（以下、
障害学生）の数も増加している。日本で
は高等教育機関で学ぶ学生のなかで障害
学生の占める割合は、2009 年度には 7,103
人で全体の 0.22％を占めていたのが、2024
年度には 55,510 人と全体の 1.71％を占め、
障害学生総数、障害学生の占める割合とも
に過去 15 年で大幅な増加が見られる（日
本学生支援機構，2010；日本学生支援機
構，2025）。一方インドでは、2011-12 年に

65,552 人であった障害学生数は、2021-22
年に 88,748 人と増加しているものの学生
総数に対する割合はいずれも 0.2％のまま
推移している（Department of Education, 
2014; Department of Education, 2024）。
　本研究における障害学生の定義は以下に
示す通りである。日本では学生支援機構
の定義に基づき、身体障害者手帳、精神
障害者保健福祉手帳及び療育手帳を有し
ている学生又は健康診断等において障害
があることが明らかになった学生⑴を指す

（日本学生支援機構，2025）。またインドで
は、2016 年障害者の権利法（The Rights 
of Persons with Disabilities Act, 2016 of 
India）に規定された 21 の障害種⑵の認定
を受け、障害者証またはカード（Unique 
Disability Identity Card: UDID）⑶を保有す
る学生を指す。
　2006 年に国連総会で採択された障害者
の権利に関する条約（以下、障害者権利条
約）は、障害者を治療や保護の「客体」と
してではなく、人権の主体として捉える障
害者観に立脚する（川島・東，2008）。同
条約を批准した国では、高等教育における
障害学生支援において合理的配慮の提供を
行うこととなり、それまでの支援の方針、
実施からの根本的な転換が求められること
になった。日本は同条約を 2014 年に、イ
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ンドは 2007 年に批准し、日本では障害者
基本法、障害者差別解消法等が、インドで
は 2016 年障害者の権利法が制定された。
これにより高等教育で学ぶ障害学生に関し
ては、障害のない学生との平等を基礎とし
て、高等教育での学問探究という人権及び
基本的自由を享有し行使するために、当該
学生が必要とする場合は合理的配慮の提供
が法的義務となった。
　障害者権利条約の第６条は障害のある女
性に関する条項である。第６条では、「障
害のある女子が複合的差別を受けているこ
とを認識するものとし、この点に関し、障
害のある女子がすべての人権及び基本的自
由を完全かつ平等に享有することを確保す
るための措置をとる」（外務省，2024）と
記されている。また、同条約第 24 条は教
育に関する条項で、高等教育については「障
害者が差別なしに、かつ他の者と平等に一
般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び
生涯学習を享受することができることを確
保する」（外務省，2024）と記されている。
　本研究では、同条約第６条、第 24 条を
踏まえ、高等教育機関において女性の支援
ニーズはどれだけ認識され、必要な合理的
配慮の提供に結びついているのか明らかに
する。高等教育で学ぶ学生にとっては、学
修もさることながら、卒業後の就業につい
ての展望をもった支援が非常に重要であ
る。そこで、高等教育機関で学ぶ障害のあ
る女性が、学修、学生生活から就業への移
行において必要な配慮を十分に得られてい
るのかにも注目し、日印の現状を比較検討
し、課題を明らかにしていく。
　ところで、言うまでもなく障害学生は
同質の存在ではなく、多様性に富む集団
である。一般に障害者の多様性という場
合、視覚障害、知的障害、発達障害といっ
た障害の種類による違いに目が向けられ

る。一方、障害学生の中にも女性、外国人、
LGBTQ+ 等、多様な社会集団が存在する
ことは見落とされがちである。多様な障害
学生のニーズを的確に把握し合理的配慮を
提供するためには、インターセクショナル
な視点が欠かせない。コリンズとビルジは、
インターセクショナリティの核となる洞察
について「ある社会の、ある時点において、
人種、階級、ジェンダーなどをめぐる権力
関係は、別々に独立した相互排他的な存在
ではなく、むしろそれぞれを土台として構
築されており、相互に作用しあっている」
と述べる（コリンズとビルジ，2021、16）。
本研究では、既存の研究において十分に解
明されていないジェンダーとインターセク
ショナリティの視点から、障害と女性とい
う複合的な差別に直面する障害のある女子
学生（以下、女子障害学生）に焦点をあてる。
　複合的な差別を受けかねない女性障害者
の問題を浮き彫りにするためには、障害者
ジェンダー統計（性区分を持ち、ジェンダー
問題の把握を可能にする統計）の整備がの
ぞまれる（吉田，2024）。また女性障害者
の高等教育と就業という、複合的な差別の
下で可視化されにくい課題については、一
国の分析だけではなくアジア諸国と比較検
討することが家族観、障害観を一定共有す
る文化圏における各国の相違点をあぶりだ
すために有効であろう。本研究でインドを
対象国とするのは、女子障害学生のおかれ
た立場を比較検討するために、高等教育が
急速に拡大する一方、ハンズ（2020）等障
害女性に関する啓発活動や研究の蓄積が見
られる国であり、比較対象国として適切と
考えたからである。
　以上を踏まえ、本研究では、障害とジェ
ンダーという二重の不利にさらされる日印
の女性障害者の高等教育と就業の実態につ
いて比較検討し、今後の日印両国の女性障
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害者の高等教育と就業に関してどのような
政策がのぞましいか、政策策定への提言を
行うこととする。
　本研究では、まず両国の障害者の高等教
育に関連する政策について検討する。その
ため、国連障害者権利条約の審理状況をも
とに、両国の障害者の高等教育に関連する
現状と政策について検討する。次に、本研
究のテーマに関するジェンダー統計につい
て整理する。さらに、両国の障害者の高等
教育に関連する政策・施策について、また
高等教育で学ぶ障害学生に関する統計から
高等教育の実態についてジェンダーの視点
から把握する。最後に高等教育機関で学ぶ
両国の女子障害学生を対象として筆者らが
実施した質問紙調査とインタビュー調査の
結果を提示し、その内容を比較検討する。

２．先行研究

　高等教育機関での女子障害学生の支援
ニーズに関する近年の欧米諸国における先
行研究としては、以下の２点があげられる。
イギリスの高等教育機関における現状とし
て Meadows-Haworth（2021）は、女子障
害学生の学業上の成功（単位取得や成績）
の度合いが男子学生と比べて低いと報告し
ている。また、Leon-Larios ら（2024）は
スペインで、女子障害学生への直接的な差
別のためではないものの、女子障害学生の
ニーズに対応した社会資源が乏しいため、
女子障害学生が男子障害学生と比べて学業
へのアクセスの問題をかかえる等大学生活
への適応に困難を抱えていることを明らか
にした。
　日本では本報告の第２著者の吉田（2024）
が、独立行政法人日本学生支援機構が公表
した「障害のある学生に対する修学支援に
関する実態調査」について報告している。

すなわち同実態調査が障害種別のデータは
公開しているが、性別記載欄がないため
ジェンダー分析が実施できないという問題
を指摘した。この点については、４⑴で改
めてとりあげる。
　近年日本では、特に発達障害女性のかか
える困難への支援に焦点化した領域が注目
を集めているが、彼女らの高等教育におけ
る困難に焦点をあてた研究はほとんど見ら
れない。このように高等教育機関での女子
障害学生のニーズと支援策に関する学術研
究を実施するための基礎的資料が不備なな
かで、小林（2021）が著した「ろう女性学
入門」の若年ろう女性の座談会では高等教
育に関する経験についても語られており、
貴重な資料である。
　インドで高等教育を受ける障害のある女
性の直面する課題について Halder（2009）
は、障害のある娘を高等教育機関に入学さ
せることに関する障壁について指摘してい
る。すなわち、中等教育機関までは家族の
送迎が可能だったのに対し、高等教育機関
になると遠方となりそれが困難になるとい
うアクセスの問題、また娘のハラスメント
被害を一家の恥辱ととらえておそれる社会
的・文化的障壁をあげている。また、筆頭
著者が 2019 年に東京で開催した「インド
女性と障害会議」においてターター社会科
学研究所のリマエは、障害のある女性は
家族の中でも高等教育の機会を得る優先
順位が低いと指摘している（古田・金澤，
2019）。
　以上を踏まえ、先行研究の蓄積の乏しい
本分野でアジアの２か国の比較調査を行う
本研究は高い意義を有し、今後の同分野の
研究発展への有益な示唆をもたらすことが
期待される。
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３．�日印両国における障害者の高等教育の
概況と政策・施策、ジェンダー統計

（１）�両国の高等教育における障害者の概況
　（a）日本
　日本における高等教育機関の定義は、学
校教育法に規定される「大学、大学院、短
期大学、高等専門学校及び専門学校（農業
大学校を除く。）並びに省庁大学校たる国
立看護大学校、職業能力開発総合大学校及
び水産大学校」である。
　2016 年に「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律（障害者差別解消
法）」が施行され、障害のある人もない人
も同じ基本的人権を持ち、障害を理由とす
る社会におけるあらゆる差別の解消を促進
することが目指されている。同法で示され
た合理的配慮の提供は、高等教育機関では
国立・公立の教育機関で先行して義務化さ
れたが、2021 年に一部改正され、2024 年
からは私立大学等においても義務として施
行されている。

　（b）インド 
　インドの高等教育機関の種別は大きく、
①大学、②その多くが大学から提携関係を
得る形で設置されるカレッジ、③「独立し
た教育機関（工学、看護、教職等専門職
資格を付与する学校）」の３種に分けられ
る（佐々木，2024）。インドの高等教育機
関の情報を一括して集約する調査が、教育
省高等教育局により行われる全インド高
等教育調査（All India Survey on Higher 
Education: AISHE）である。2021-22 年に
は 1,168 校の大学・大学に相当する教育機
関、45,473 校 のカレッジ、12,002 校の独
立した教育機関が AISHE の調査に登録
し、1,162 校の大学、42,825 校のカレッジ、
10,576 校の独立した教育機関が回答し、回

答 率 は 93.0 ％ で あ っ た（Department of 
Higher Education, n.d.）。膨大な数のデー
タの質的信頼性への疑義は残されていると
しても、高等教育機関の実態を把握するに
は有用である（佐々木，2024）。高等教育
機関で学ぶ障害学生の実態は、わずかでは
あるものの、毎年 AISHE の調査結果に含
まれている。
　2016 年障害者の権利法の第 32 条「高等
教育機関における留保」では、障害学生へ
の留保枠について規定している。すなわち、
すべての公立の高等教育機関およびその他
の政府から補助を受けている高等教育機関
は、５％を下回らない数を基準値以上の障
害者⑷に留保しなければならないこと、基
準値以上の障害者に対しては高等教育機関
への入学上限年齢期限を５年緩和すること
が規定されている（浅野，2018）。また、
同法第 34 条「留保」では、⑴ すべての関
連する政府は，すべての政府機関における
空席の職員総数のうち４パーセントを下回
らない数を、基準値以上の障害者に留保し
なければならないと規定されている⑸。
　障害のある女性への留保としては、第
37 条（特別計画及び発展事業）において、
関連する政府及び地方機関は通知により，

（a）基準値以上の障害がある女性に適切な
優先権を与えつつ、農地及び住居に関わる
計画及び開発事業における、割当ての５
パーセント分の留保、および（b）基準値
以上の障害がある女性に適切な優先権を与
えつつ，貧困対策及びその他の開発に関わ
る計画における、割当ての５パーセント分
の留保が規定されている（浅野，2018）。

（２）障害者の現状と政策課題
　（a）�両国の障害者権利条約実施状況の

審理内容の概要
　国連障害者権利委員会は、障害者権利条
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約を批准した各国における履行状況と諸制
度の方向性等について各国政府からの報告
に対する建設的対話（審査）を行い、総括
所見（勧告）を公表している。国連障害者
権利委員会から両国に対して出された総括
所見を比較検討することで、両国の障害者
のおかれた状況を比較するに資する検討材
料が得られると考えた。そこで、日印両国
による第１回政府報告に対する国連障害者
権利委員会による総括所見において、女性
障害者の教育や高等教育や就業がどのよ
うに言及されているかについて比較検討
する。第１回政府報告に関する総括所見
は、インドに対しては 2019 年 10 月に、日
本に対しては 2022 年 10 月に出されてい
る（Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities, 2022; 2019）。
　第５条から第 30 条までの個別の権利に
おいて障害のある女性に関する言及がある
のは、第５条「平等及び無差別」（日本・
インド）、第６条「障害のある女性」（日本・
インド）、第 13 条「司法手続きの利用の機
会」（インドのみ）、第 15 条「拷問又は残
虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける
取扱い若しくは刑罰からの自由」（インド
のみ）、第 16 条「搾取、暴力及び虐待から
の自由」（日本・インド）、第 24 条「教育」（日
本・インド）、第 27 条「労働及び雇用」（日本・
インド）、第 29 条「政治的及び公的活動へ
の参加」（日本のみ）であった。なお、障
害のある女性は、障害者権利条約では障害
のある女性と少女（women and girls with 
disabilities）とされているが、本研究では
障害のある女性と表記する。

　（b）�国連障害者権利委員会による両国
への総括所見

　両国の国連障害者権利委員会への総括所
見において本研究のテーマと関係が深いと

思われる、第６条、第 24 条、第 27 条につ
いて取り上げ、表１に整理した。日本に対
する総括所見は、外務省仮訳を参考に要約
した。

　（c）�両国への総括所見の比較検討から
みた制度・政策の課題

　表１をもとに、障害者権利条約を批准し
た両国における履行状況と、制度の方向性
等に対する、国連障害者権利委員会による
総括所見を比較検討する。
　第６条「障害のある女性」では、日本に
対しては、複合的・交差的な差別防止の措
置、措置の設計における女性障害者の参加
が勧告される一方、インドに対しては知的
障害や精神障害、地方在住の女性が差別に
直面するリスクについて懸念が示され、国
と州の行動計画策定が勧告されている。こ
のことは、インドの女性障害者が教育や労
働の場面で男性障害者に比べて過酷な状況
におかれていることを示している（浅野，
2017）。また、障害女性団体の計画策定へ
の参加については、インドに対しては言及
されているものの、日本に対しての言及は
見られない。このことは、障害女性団体が
一定の影響力をもつインドに対して、影響
力を持ち得ていない日本の実態を反映して
いるととらえられる。
　第 24 条「教育」では、インドに対して
のみ「障害のある女性の識字率の低さ」に
言及されており、インドで障害のある女性
が教育の場で直面するきびしい状況を反映
していると考えられる。
　最後に、第 27 条「労働及び雇用」では、
日本に対しては雇用を奨励し確保するため
の積極的差別是正措置及び奨励措置、あわ
せて効果的な監視の仕組みが提言されたの
に対して、インドに対してはより具体的な
事項にまで踏み込み、職場における障害の
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ある女性に対するセクシュアル・ハラスメ
ント等への対策強化について言及されてい
る。一方、日本に関しては、労働の場にお

ける障害のある女性のおかれた現状が十分
明らかにされていないことを反映している
と考えられる。

表１　国連障害者権利委員会からの両国への総括所見（第６条、第24条、第 27条）

条項 国 懸念事項 勧告
第
６
条
：
障
害
の
あ
る
女
性

日本 （a）�法政策における女性障害者の
権利を促進するための十分な
措置の欠如

（b）�女性障害者のエンパワメント
に向けた具体的措置の欠如

（a）�女性障害者に対する複合的・交差的な差別
防止のための措置の採用、障害に関する法
政策へのジェンダー視点の主流化

（b）�女性障害者の人権と基本的自由が等しく保
護されることの確保、女性障害者のエンパ
ワメントに向けた具体的措置の設計・実施
における女性障害者の参加

インド （a）�特に知的障害や精神障害があ
る女性、農村地域に居住する
女性に対する複合的・交差的
差別やスティグマの付与、こ
の問題への認識の欠如、一般
的政策及び障害者政策におけ
る女性障害者への言及の欠如

（b）�ジェンダー平等の政策や予算
配置の欠如、女性障害者の生
活の全ての局面における人権
とサービスの平等な享受に向
けたジェンダー統計の欠如

（c）�政策策定過程における女性の
参加と関与の欠如

（a）�女性障害者に対する複合的・交差的な差別
をなくすための対応策の強化 

（b）�生活のすべての局面において女性障害者の
平等と包摂を促進する国・州による行動計
画の策定、政策策定への女性障害者団体の
参加、国の女性政策における障害の主流化、
当該問題への認知を高めスティグマ付与等
の差別根絶に向けた効果的政策

（c）�障害の種類、農村・都市居住、民族的アイ
デンティティ、社会的経済的背景の違い等
にかかわらず、すべての女性障害者の権利
を守る国・州のジェンダー関連政策と予算
配置、ジェンダー・年齢・民族・言語・宗
教といった社会的背景で区分した統計の実
施、政策やサービス提供に活用

（d）�女性児童開発省、国家女性委員会、各州女
性委員会による政策を含め、すべての段階
での政策策定過程への女性障害者の効果的
な参加

第
24
条
：

教
育

日本 ・女性への言及なし ・女性への言及なし
インド （a）�知的障害者および障害のある

女性の識字率の低さ
・女性への言及なし

第
27
条
：
労
働
及
び
雇
用

日本 ・女性への言及なし （c）�知的障害者、精神障害者、女性障害者の、
公的及び民間部門における雇用促進に向け
た、積極的差別是正措置及び奨励措置の強
化、効果的な監視の仕組み

インド （a）�雇用されている障害者が 37％
であるなか、女性障害者にお
いては 1.8％と特に低い点

（b）�女性障害者に対する職場での
セクシュアル・ハラスメント
事案の報告、予防、被害女性
の保護に関する対策の欠如

（b）�利用しやすい公共情報の周知や被害者の救
済策の提供を含めた、障害のある女性に対
する職場におけるセクシュアル・ハラスメ
ント、搾取、虐待の根絶
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　本研究で分析対象とする高等教育につい
ては、第 24 条「教育」で日本に対しての
み、障害学生に関する国の包括的政策の
必要性が言及されている。インドに対し
ては高等教育に関する言及はない。ただ
し、インド政府の国連障害者権利委員会
への報告書（Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, 2017）では高等
教育について記されており、2016 年障害
者の権利法に記載された３％以上の公的補
助を受ける高等教育機関における障害学生
留保枠やその他各種奨学金、大学審議委員
会（University Grants Commission）によ
る「特別なニーズのある人のための高等
教育（Higher Education for Persons with 
Special Nees」といった包括的な施策につ
いて報告されている。
　障害者権利委員会から両国への懸念と勧
告からは、障害のある女性への差別に対す
る視点が全体的に後景化している日本と、
職場や移動時のセクシュアル・ハラスメン
ト等が重大な問題として認知され障害のあ
る女性のニーズが前景化しているインドの
違いが浮き彫りになるとともに、それぞれ
における課題が浮かび上がった。

４．�障害学生に関する両国政府による調査
実施とジェンダー統計

　ここでは、高等教育機関で学ぶ障害学
生に関する両国政府による調査の実態を、
ジェンダー統計の観点から比較検討した
い。

（１）日本
　（a）日本学生支援機構による調査結果
　高等教育機関で学ぶ障害学生の実態につ
いては、独立行政法人日本学生支援機構が
毎年公表する高等教育機関における学生の

修学支援に関する実態調査の結果が報告さ
れている。この調査の対象となるのは、大
学、短期大学、高等専門学校に限定されて
いる。2024 年には悉皆調査で 1,169 校から
回答があり回収率は 100％であった（日本
学生支援機構，2025）。
　障害は、①身体障害、②発達障害・知的
障害・精神障害、③重複障害・その他、の
３つに分けられ、さらに①が 11 種に、②
が 13 種に、③が３種に区分されている。
調査結果は、基本的に学校種、専攻別、学
生の支援ニーズ、進路状況を横軸に、各障
害種別を縦軸に分類したデータが提示され
ており、それ以外の属性、たとえば年齢、
性別、外国ルーツの有無等による分類は行
われていない。

　（b）小括
　日本学生支援機構による調査は、障害の
ある学生の社会的経済的背景に一切目を向
けることなく、障害の種類にのみ目を向け
ており、いわば障害の医学モデルに立脚し
た調査であるととらえられる。これにより、
日本における女子障害学生に関する公的
データの不在という事態がもたらされ、結
果として女子障害学生のニーズの不可視化
という深刻な現状につながっていると考え
られる。

（２）インド
　（a）�全インド高等教育調査（AISHE）
　AISHE は、全国レベルで高等教育機関
の地理的分布や規模、設備等の全体的状況
の情報を一括して集約する調査と、その結
果のデータベース化をねらっており、高等
教育の全体像や州・県単位の現状のみなら
ず、一つ一つの高等教育機関の歴史や状況
の把握を可能にした（佐々木，2024）。
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　（b）�AISHE に見る全学生および障害学
生における女子学生数の推移

　AISHE 開始の 2011-12 年度から入手で
きる最新の 2021-22 年度までの年次報告を
もとに、高等教育機関の学生総数（実線）、
女子学生数内訳（点線）、男子障害学生数（薄
灰色）、女子障害学生数（濃灰色）で示し
たのが図１である。結果を女子学生の占め
る割合でみると、学生総数に対する女子学
生の割合は 2011-12 年に 44.5％であったの
に対し、2021-22 年には 47.8％まで増加し
ている。一方、障害学生総数は 2011-12 年
に 65,552 人であったのに対して 2021-22 年
には 88,748 人と増加しているが、女子障
害学生の割合は、2011-12 年に 43.3％であっ
たのに対し、2021-22 年に 42.1％とほぼ変
わらないままきている。

　（c）�AISHE における障害学生に関する
ジェンダー統計

　AISHE の統計には、どの調査項目に関

しても指定カースト（Scheduled Castes: 
SC）、指定部族（Scheduled Tribes: ST）、
そ の 他 の 後 進 階 級（Other Backward 
Classes: OBC）といったインド憲法に記さ
れた特定の社会集団⑹の割合の他、女性の
人数および割合が区分としてつけられてい
る。2021-22 年からは、州・連邦直轄領別
障害学生人数の男女別データが追加されて
いる。
　社会集団別に障害学生数を割り出した
データは、2020-21 年まで毎年提示されて
いた。表２は 2020-21 年報告書に提示され
ていたデータである。表２より、男子障害
学生の 57％、女子障害学生の 65％が一般
カテゴリー（SC、ST、OBC 以外）に属し
ていることがわかる。同報告では SC の学
生は全体の 14.2％、ST は 5.8％、OBC は
35.8％を占めていた。障害学生では SC の
学生が全体の 8.3％、ST が 3.2％、OBC が
29.0％であった。このことから障害学生の
場合、特定の社会集団の学生の割合が全体

図１ �高等教育機関の学生総数と障害学生における女子学生数の推移（人）
　　�Department of Higher Education（各年度）をもとに筆者ら作成
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的に低いことは明らかである。さらにこれ
を女子障害学生に限ってみると、SC、ST
については男子障害学生と同様の割合を占
めているが、OBC では 23.6％と男子障害
学生よりもその割合が顕著に低いことが示
された。

　（d）小括
　AISHE における調査結果から、過去 10
年間の高等教育機関で学ぶ女子学生の割合
が増加傾向であるにもかかわらず、女子障
害学生の割合は増加していないことから、
女子障害学生の高等教育就学に対する障壁
が示唆されたといえよう。また、AISHE
のデータはジェンダーを特定社会集団と交
差させて検討することが可能なものとなっ
ており、さまざまな分析、検討を実施する
ことが課題解決に向けた政策策定、実施の
出発点になると思われた。

５．�両国の女性障害者の高等教育での学修
と就業

（１）�質問紙調査の概要－対象者と質問項
目

　本研究チームは、日印両国の女性障害者
の高等教育での学修および就業への移行の
実態を明らかにし、両国の比較を通して課

題を検討するために Google フォームを用
いた質問紙調査を行った。
　対象者は、近年の教育・労働制度や労働
環境の変化（例 : 障害者雇用促進法の改正
や合理的配慮の考え方の導入、働き方改革、
ワークライフバランス等の施策も含め）を
踏まえ、これらの影響を特に受けている年
代の女性に限定した。そのため、「1990 年
以降に生まれ、高等教育機関を卒業（修了）
した女性障害者」を対象とした。また、「現
在または過去に就労経験のある障害のある
女性（現在休業中の者も含む）」を対象と
した。障害種については高等教育機関入学
時点で障害者手帳を取得している者が多い
という理由で身体障害に絞ることとし、「視
覚障害、聴覚障害、肢体不自由およびこれ
らを主たる障害とする重複障害のある女
性」を対象とした。
　質問項目は日本語で作成し、英語に翻訳
した。2025 年２月にインド、タミル・ナー
ドゥ州で３人の高等教育を修了した女性を
対象に予備調査を行った。対象者の内訳は、
聴覚障害のある女性２人（手話通訳者によ
る通訳）と視覚障害のある女性１人であっ
た。前者には高等教育機関で、後者には障
害者 NGO で実際に回答してもらい、その
意見を受けて質問内容に修正を施した。そ
の後、日本で障害のある女性１人に質問項

表2　社会集団別障害学生の分布（2020-21）

カテゴリー 障害学生の中で占める割合（％） 男 性 100 に 対 す
る女性の割合全体 男性 女性

指定カースト 8.3 8.2 8.3 61
指定部族 3.2 3.0 3.3 66
その他の後進階級 29.0 32.3 23.6 44
一般 59.5 56.5 64.7 69
全体 100.0 100.0 99.9 60

（注）Department of Higher Education（n.d.）をもとに筆者ら作成
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目に関する最終的な点検を受けた。
　インド版質問紙は、インドの公用語の１
つであり回答者が高等教育機関で教授言語
としていることが多いという理由で、英語
で作成した。なお、インド版質問紙ではイ
ンドの実情にあわせて、日本版と異なる質
問を行った。それらは以下の４項目である。
①地域名：出身地域・高等教育機関の所在
地・居住地域、②障害種別：2016 年障害

者の権利法の分類、③障害程度：2016 年
障害者の権利法の基準、③カースト：SC、
ST、OBC、一般カテゴリー、④高等教育
機関入学経緯：障害者留保枠による入学・
通常入学。
　質問項目（日本語版）を表３に示す。質
問紙調査は、2025 年６月から８月に両国
で実施した。

表３　質問項目（日本語版）

No. 質問項目 回答方法
　回答者の基礎事項
１ 出身地域 選択
２ 高等教育機関の所在する都道府県 記述
３ 現在居住する都道府県 記述
４ 年代 選択
５ 障害の種類 選択
６ 障害の程度（手帳） 選択
　在学した高等教育機関について
１ 種類 選択
２ 通学年数 選択
３ 専門分野 選択
４ 在籍学生の性別（共学・女子のみ） 選択
５ 在籍学生と障害の関係（一般対象・障害学生のみ対象） 選択
６ 学生数 選択
７ 管轄機関 選択
　仕事について
１ 就労状況 選択
２ 雇用形態 選択
３ ２で「自営業」と回答した場合の仕事内容 記述
４ ２で「被雇用」と回答した場合の雇用期間 選択
５ 仕事の分野 選択
　高等教育機関で受けた支援
１ 障害に関する合理的配慮の提供を受けた経験 選択
２ 合理的配慮を受けた場合の満足度 選択
３ ２の理由 記述
４ 高等教育機関入学時、障害に加え女性であることで制約を感じたか 選択
５ ４で「はい」と答えた場合、その内容 選択
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　回答者の募集は、日本ではジェンダー学
および障害女性に関するメーリングリス
ト、さらに個人的つながりを用いて回答者
確保に向けた協力を依頼した。インドでは、
タミル・ナードゥ州およびカルナータカ州
で若年障害女性とつながりのある知人に対
して第１著者が調査への協力を依頼し、デ
リー首都圏では障害者職業訓練を実施する
NGO に対して第３著者が依頼した。
　質問紙調査の実施にあたっては、日本で
は、Google フォームの使用が困難である
と連絡のあった視覚障害のある女性１人以
外、全員が同フォームを用いて回答した。
インドでは予備調査で、①英語の読み書き
が堪能とはいえない者、② Google フォー
ムの使用に慣れていない者、が一定数いる

ことが判明した。そのため、手話通訳者に
よる通訳、調査に協力する NGO による紙
媒体での代理筆記等の合理的配慮を必要に
応じて提供した。
　また補足的に、進学・在学、卒業後の各
段階の支援と障壁について実態把握をする
ために、インタビュー調査を実施した。同
調査は、2025 年７～８月に日本では３人、
インドでは２人の、ともに首都圏に在住す
る女性障害者を対象に、日本では第２著者
が日本語で、インドでは第３著者がヒン
ディー語で半構造化面接により実施した。
参加者には、調査実施前に、本調査の目的、
協力の任意性、プライバシーの保護等につ
いて説明し、同意書へのサインを得た。
　なお本調査では、研究対象として女性を

６ 障害学生として高等教育機関在学中「あればよかった」支援 記述
７ 女性である障害学生として高等教育機関在学中「あればよかった」支援 記述
　就業移行に関する支援
１ 高等教育機関での、卒業（修了）後の就職等への移行に関する支援の有無 選択
２ １に「はい」と回答した場合、その内容 選択
３ ２で「障害に配慮した支援」と回答した場合の内容 記述
４ ２で「女性障害者に配慮した支援」と回答した場合の内容 記述
５ １に「はい」と回答した場合、その満足度 選択
６ ５の回答の理由 記述

７ 卒業後の就職等に際して、障害があり女性であることが障壁になったと感じたこと
はあったか。 選択

８ ７で「はい」と回答した場合、どのようなときにそう感じたか。 記述
９ 障害学生として在学中「あればよかった」と考える卒業後の就職等への支援 記述

10 女性である障害学生として在学中「あればよかった」と考える卒業後の就職等への
支援 記述

　仕事への満足度
１ 現在の仕事への満足度 選択
２ １の回答の理由 記述
３ 女性障害者としては、はたらく上で「あるとよい」と考える支援 記述
　本調査への意見
１ 書き足りない事柄を記入 記述
２ 本調査へのコメント・質問 記述
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自認するトランスジェンダー女性を排除し
ていないが、LGBTQ+ と障害の交差する
学生に特段の焦点をあてた分析は行ってい
ない。
　質問紙調査及び補足的に実施するインタ
ビュー調査の実施にあたっては、尚絅大学・
尚絅大学短期大学部生命倫理審査部会の承
認を受けた（2024 生倫 21）。

（２）質問紙調査の結果と考察
　（a）日本
　　（ⅰ）回答者の概要
　16 人の女性障害者から回答があった。
そのうち 15 人（93.8％）はオンラインで、
１人（6.3％）は紙媒体による回答であっ
た。回答者の出身地は東北から九州までの
幅広い地域に分散していたが、そのなかで
は関東出身者が９人（56.3％）と突出して
いた。回答者の在籍した高等教育機関の所
在地は、東京都４人（25.0％）、茨城県２
人（12.5％）の他は幅広い地域の各県に１
人ずつであった。また１人は国内および海
外で学んでいた。回答者の調査時点での居
住地は 10 都道府県に分布しており、東京
都が７人（43.8％）の他は、各県１人ずつ
であった。回答者の年齢は 20 代前半が３
人（18.8％）、20 代後半が６人（37.5％）、
30 代前半が７人（43.8％）であった。回答
者の障害種別は、視覚障害が２人（12.5％）、
聴覚障害が９人（56.3％）、肢体不自由が
４人（25.0％）、内部障害が１人（6.3％）
であり、障害者手帳の等級は１級から５級
まで分布していたが、２級が 11 人（68.8％）
と突出して多かった。
　回答者が在籍した高等教育機関は、大学
が 12 人（75.0％）、大学院が３人（18.8％）、
専門学校が１人（6.3％）で、国公立が６
人（37.5％）、私立が 10 人（62.5％）であっ
た。また、男女共学が 15 人（93.8％）で、

女子大学は皆無であり、この設問に対する
無回答が１人であった。障害者のみを対
象とする高等教育機関に在籍した者は２
人（12.5％）で、それ以外の 14 人（87.5％）
は一般の高等教育機関に在籍していた。
高等教育機関で専攻した分野は、社会科
学系が９人（56.3％）、人文科学系が４人

（25.0％）、それ以外が３人（18.8％）であっ
た。
　回答者のうち回答時点で就労中の者は
12 人（75.0％）であり、それ以外は就労経
験があるが調査時点で就労していない者で
あった。現在および過去の就労の形態に関
しては、被雇用者が 15 人（93.8％）、自営
業者が１人（6.3％）であった。被雇用者
のうち終身雇用の者が 10 人（62.5％）、期
限付き雇用の者が５人（31.3％）であった。
自営業の職務内容は、「手話エンターテイ
ナー・役者・手話教師等」であった。仕事
の分野は、多い順に、「教育・学習支援業」
が４人（25.0％）、「分類不能の産業」が
３人（18.8％）であり、「建設業」、「金融業・
保険業」、「医療・福祉」がそれぞれ２人ず
つであった。

　　（ⅱ）高等教育機関で受けた支援
　回答者 16 人のうち高等教育機関在学中
に合理的配慮を受けたと答えた者は 12 人

（75.0％）であり、受けていないと答えた
者は４人（25.0％）であった。合理的配慮
を受けた者のうち、その支援への満足度は

「非常に満足」から「不満である」まで散
らばっていた。高等教育機関への入学にあ
たって、「障害があるだけでなく女性であ
ることで制約や困難を感じた」と答えた者
は皆無であった。
　障害学生として高等教育機関在学中に

「あればよかった」と考える支援について
は 12 人（75.0％）から回答があり、その
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内容は、「エレベーターの設置」といった
環境面、「手話通訳士による通訳」といっ
た情報保障、「合理的配慮のスペシャリス
トのいる相談窓口」、「障害学生同士のピア
な関係の仲間つくり」等であった。一方、
女性である障害学生として高等教育機関在
学中に「あればよかった」と考える支援に
ついては２人（12.5％）から回答があり、
その内容として、「相談しやすい女性教員」、

「見えない女性差別と障害者差別のためダ
ブルマイノリティであることに関する啓発
や講義」の２点があげられた。
　高等教育機関在学中の職業への移行に関
する支援について、在学中に受けたと答え
た者は４人（25.0％）であり、受けていな
いと答えた者は 12 人（75.0％）であった。
受けたと答えた４人のうち「障害に配慮し
た支援を受けた」と回答した３人からは、
その内容として「障害者枠を設ける企業の
紹介」、「就職指導課の担当者に個別に相談
できるように配慮」、「就活セミナーにノー
トテイカーを伴って参加」、「障害学生向け
就職セミナーの情報提供」があげられた。
一方、障害への配慮に加えて女性障害者に
配慮した支援を受けたと回答した者は皆無
であった。
　さらに、回答者のなかで「障害に加えて
女性であることが職業への移行にあたって
障壁になった」と考える者は皆無であった。
　障害学生として高等教育機関に在学中

「あればよかった」と考える職業への移行
に関する支援については８人（50.0％）か
ら回答があり、「障害者向けの情報の量的
拡大」、「障害者が身につけやすい衣服等の
販売店の情報」、「（障害者の）ロールモデ
ルとの交流」等があげられた。女性である
障害学生として高等教育機関に在学中「あ
ればよかった」と考える職業への移行に関
する支援については１人（6.3％）から回

答があり、「化粧の方法に関する講座」が
あげられた。

　　（ⅲ）仕事への満足度
　仕事への満足度は、「やや満足している」、

「どちらともいえない」がそれぞれ６人
（37.5％）ずつで、それ以外は多い順に「非
常に満足している」が３人（18.8％）、「や
や不満である」が１人（6.3％）であった。
また、女性障害者として、はたらく上で「あ
るとよい」と考える支援については３人

（18.8％）から回答があり、「障害者および
家族用相談窓口」、「男性優位な場面でどの
ように行動すべきかについての助言」、「服
装規定がないこと」、「（障害者であっても
男性が多い職場で）『女性障害者のロール
モデル』」の４点があげられた。

　　（ⅳ）小括
　日本での Google フォームでの調査では
十分な数の協力者の回答を集めることがで
きたとはいえない。しかしながら、高等教
育を受けた広範な女性障害者の実態の一端
を把握することができたと考える。個人的
な呼びかけが聴覚障害者に重点的に行われ
たこともあり、聴覚障害のある女性からの
回答が多くなった。
　本調査に回答した高等教育を修了した日
本の女性障害者の特徴としては、高等教育
機関への入学、また教育から職業への移行
にあたって女性であることの制約があった
とは認識していないことがあげられる。女
性であることの不利について女子障害学生
自身にとっても不可視のものとなっている
ことと考えられる。ただし、在学中に「あっ
たらよかった」女子障害学生への配慮につ
いては具体的な支援内容について２人から
言及されたことから、社会に出たあとで障
害のある女性に対する配慮の必要性を感じ

日印両国における女性障害者の高等教育と就業

1313



るようになる者がいることが示唆された。
本調査へのコメントとして回答者１人から

「『障害者×女性』の困難の例にどういった
ものがあるか、興味を持った」という記述
が得られたことからも、女性であることに
よる困難についての情報が乏しい状況にお
かれていると思われた。

　（b）インド
　　（ⅰ）回答者の概要
　44 人の女性障害者から回答があった。
そ の う ち 13 人（29.5 ％） は オ ン ラ イ ン
で、31 人（70.5％）は紙媒体による回答
であった。回答者の出身地は北部が 31 人

（70.5％）、南部が６人（13.6％）、それ以外
は中央部２人（4.5％）、東部５人（11.4％）
であり、北部が突出して多かった。回答者
の在籍した高等教育機関の所在州は、デ
リー首都圏が 34 人（77.3％）、タミル・
ナードゥ州が５人（11.4％）、カルナータ
カ州が３人（6.8％）、それ以外に西ベンガ
ル州が１人（2.3％）、ジャールカンド州が
１人（2.3％）であり、調査時点での回答
者の居住地とほぼ同様であった。回答者
の年齢は 20 代前半が４人（9.1％）、20 代
後半が 10 人（22.7％）、30 代前半が 29 人

（65.9％）、この説明に対する無回答が１
人（2.3％）であった。2016 年障害者の権
利法の分類による障害種別は、全盲が 15
人（34.1 ％）、 弱 視 が 19 人（43.2 ％）、 聴
覚障害が９人（20.5％）、弱視と聴覚障害

（本人記入）が１人（2.3％）であった。障
害等級は、障害の程度が重度から軽度の
順 で、100 ％（ 重 度 ） が 19 人（43.2 ％）、
80％以上が４人（9.1％）、60％以上が８人

（18.2％）、40％以上が 13 人（29.5％）であっ
た。回答者の所属する社会集団は、SC が
16 人（36.4％）、ST が４人（9.1％）、OBC
が 10 人（22.7％）、一般カテゴリーが 14

人（31.8％）であった。
　回答者が在籍した高等教育機関は大学が
37 人（84.1％）、大学院が６人（13.6％）、
その他が１人（2.3％）で、運営母体は国
公（州）立が 37 人（84.1％）、私立が６人

（13.6％）であった。また、男女共学が 15
人（34.1％）、女子大学が 28 人（63.6％）、
無回答が１人（2.3％）であった。また、
障害者のみを対象とする高等教育機関に
在籍した者は４人（9.1％）、一般の高等教
育機関が 40 人（90.9％）であった。高等
教育機関で専攻した分野は、文系（Arts）
が 41 人（93.2％）、理系（Science）が２人

（4.5％）、無回答が１人（2.3％）であった。
最後に、障害者留保枠で入学した者が 39
人（88.6％）、通常の方法で入学した者が
５人（11.4％）であった。
　回答者のうち回答時点で就労中の者は
35 人（79.5％）であり、８人（18.2％）は
就労経験のある者であり、１人（2.3％）
は無回答であった。現在および過去の就
労に関しては、被雇用者が 41 人（93.2％）
で 自 営 業 者 は ２ 人（4.5 ％） で あ っ た。
被 雇 用 者 の う ち 終 身 雇 用 の 者 が 11 人

（25.0％）、期限付き雇用の者（temporary, 
on contact）が 31 人（70.5％）であった。
自営業の職務内容は、「個人教師」、「美術
関係」等であった。仕事の分野は、多い順
に、「情報通信業」が 16 人（36.4％）、「教
育・学習支援業」が７人（15.9％）、「製造業」
が６人（13.6％）等であった。

　　（ⅱ）高等教育機関で受けた支援
　回答者 44 人のうち高等教育機関在学中
に合理的配慮を受けたと答えた者は 34 人

（77.3％）であり、受けていないと答えた
者は 10 人（22.7％）であった。合理的配
慮を受けた者のうち、その支援への満足度
は「非常に満足」が 21 人（47.7％）ともっ
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とも多く、「少し満足」が 10 人（22.7％）、
「どちらでもない」が１人（2.3％）、「少し
不満」が２人（4.5％）であった。高等教
育機関への入学にあたって、「障害がある
だけでなく女性であることで制約や困難を
感じた」と答えた者は６人（13.6％）であ
り、そのように感じていない、と答えた者
は 38 人（86.4％）であった。
　障害学生として高等教育機関在学中に

「あればよかった」と考える支援について
９人（20.5％）から回答がありその内容は、

「（手話）通訳者」、「ピアグループ」、「卒業
後の障害者用職業訓練コースの情報」、「障
害者向けの職業に直結するコース」であっ
た。一方、女性である障害学生として高等
教育機関在学中に「あればよかった」と考
える支援について８人（18.2％）から回答
がありその内容として、「女子障害学生の
数の増加」、「女子障害学生の安全なスペー
スとサポートグループ」、「女子障害学生の
クラス旅行参加を可能にすること」、「女性
のメンター」、「女子障害学生向けのコース
の情報」等があげられた。
　高等教育機関在学中の職業への移行に関
する支援について、在学中に受けたと答え
た者は 31 人（70.5％）、受けていないと答
えた者は 13 人（29.5％）であった。その
うち障害に配慮した支援を受けたと回答し
た 23 人（52.3％）からは、「手話通訳」、「電
子メールの書き方」「英作文」「キャリアカ
ウンセリング」があげられた。一方、障害
への配慮に加えて女性障害者に配慮した支
援を受けたと回答した 17 人（38.6％）か
らは、その内容として「ロールモデル」、「イ
ンターンシップ」、「女性障害者向けキャリ
アカウンセリング」、「ネットワークづくり」
があげられた。
　「障害に加えて女性であることが職業へ
の移行にあたって障壁になった」と考える

者は 35 人（79.5％）、そうとは考えない者
は９人（20.5％）であった。「障害に加え
て女性であることが職業への移行にあたっ
て障壁になった」と考える理由として 35
人（79.5％）から回答が得られ、「仕事が
見つからない」、「バス移動」、「社会のなか
で女性は依存的な存在だと見なされる」、

「障害のある女性の安全確保が大変」等が
あげられた。
　障害学生として高等教育機関に在学中

「あればよかった」と考える職業への移行
に関する支援については 37 人（84.1％）
から回答が得られ、「奨学金」、「職業選択
への助言」、「職場でサポートを得る方法に
関する情報」、「職業に直結したコース」等
があげられた。女性である障害学生として
高等教育機関に在学中「あればよかった」
と考える職業への移行に関する支援につい
ても 37 人（84.1％）から回答が得られ、「奨
学金」、「女性にフォーカスした職業移行支
援（女性の職業人のメンター、インクルー
シブな職場の雇用者とのネットワーク、安
全でアクセシブルな職場を探すこと）」等
があげられた。

　　（ⅲ）仕事への満足度
　仕事への満足度は、「非常に満足してい
る」が 27 人（61.4％）、「やや満足している」
が 14 人（31.8％）、「どちらともいえない」
が１人（2.3％）、「やや不満である」が１
人（2.3％）であった（無回答１人）。また、
女性障害者としてはたらく上で「あるとよ
い」と考える支援については 11 人（25.0％）
から回答が得られ、「メンタープログラム

（２人）」、「よりよい奨学金」、「適切な配置」、
「より適正な料金でもっと（手話）通訳者
がほしい」、「介助者」、「労働時間のフレッ
クスタイム制」、「アクセシブルなオフィス
環境」、「職場の明確な反差別ポリシー」、
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「キャリア構築への機会」、「（障害だけを見
ない）友好的な同僚」、「女性団体」があげ
られた。

　　（ⅳ）小括
　インドでは、回答者への手話通訳や代理
筆記等の積極的な回答支援を行ったことに
より、協力者の人数を増やすことができ
た。ただし、英語の理解能力の不足から、
設問とは異なる内容を答えている例も見ら
れた。しかしながら本調査の結果から、首
都圏の回答者に偏ってはいるものの、高等
教育を受けた広範な女性障害者の実態の一
端を把握できたと考える。対象者は、障害
種では視覚障害が８割弱と多くなった⑺。
また女子大学に在籍していた者が６割であ
り、障害者留保制度により高等教育機関に
入学した者が大多数であるところがインド
の回答者の特徴といえる。
　本調査に回答した高等教育を終了したイ
ンドの女性障害者の特徴としては、高等教
育機関への入学にあたって女性であること
による制約を感じたと答えた者が１割強と
はいえ存在し、また教育から職業への移行
にあたって女性であることの制約があった
と認識している者が８割と多数を占め、そ
の内容として交通移動の問題等、女性障害
者であることによる制約が具体的に認識さ
れていることがあげられる。在学中に「ロー
ルモデル」「キャリアカウンセリング」等
女性障害者に配慮した支援を受けたと４割
弱の者が応え、さらに在学中に「あったら
よかった」女子障害学生への配慮について
は「女性にフォーカスした移行支援」があ
げられたことから、女子障害学生自身が女
性障害者の直面する問題への認識を深める
ための社会資源が入手できる状態にあるこ
とが示唆された。

（３）まとめ：日印比較
　日印２か国での質問紙調査の結果は、単
純に統計的に比較することできない。それ
ぞれの国での実施方法に違いがあること、
またインドの回答者が回答に用いた言語を
流暢に使いこなしていない場合があり、自
身の考えを十分に記述することに制約のあ
る者もいたことが回答から読み取れたため
である。
　両国の結果には共通点と多くの相違点が
見られた。共通点は、①両国の３/ ４の回
答者が在学中に合理的配慮を受けたと回答
していることである。両国において高等教
育機関における障害学生への合理的配慮の
提供が進みつつあることが確認された。
　相違点のうち１点目は彼女らが学んだ高
等教育機関の性格についてである。すなわ
ち、女子大学在籍者が日本では皆無である
のに対して、インドでは６割を占めていた
という点である。2021-22 年に、インドで
女子のみを対象とするのは大学では 17 校
で全体の 1.5％、カレッジでは 4470 校で全
体の 10.4％を占めていた（Department of 
Higher Education, n. d.）。このことから、
女子障害学生の場合、安全性が確保しやす
い女子大学に進学する傾向があることが示
唆されたが、この点については今後さらに
検討が必要である。
　相違点の２点目として、両国の障害のあ
る女性が、障害者であり女性である自身の
制約をどう認識しているかという点におい
て、明らかに差が見られたことである。す
なわち、日本の回答者にあっては、女性で
あることで直面する問題が不可視のものに
なっている一方、インドの回答者において
は、その困難性が障害女性自身によく認識
されていることが明らかになった。この背
景には、日本の回答者においては皆無で
あったが、インドの回答者からは、障害へ
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の配慮に加えて女性障害者に配慮した支援
を高等教育機関で受けたという認識が約
４割の者にあり、これについて何らかの説
明や情報を在学中に受けている可能性があ
ると考えられる。また障害があり女性であ
ることから派生する複合的困難について、
障害女性の単独での安全な通勤通学の確保
が容易ではないという現状にふれる経験を
通して、その困難を自ら痛感している側面
もあるだろう。
　関連して、インタビュー調査では職場で
の女性障害者としての経験について質問し
た。その結果日本では「生理時の困りごと」
といった比較的個人のレベルでの経験につ
いてあげられた。これに対して、インドで
は「女性障害者は高等教育機関では優秀で
あるよう求められ、職場ではジェンダーバ
イアスとエイブルイムズ（非障害者優先主
義）（森，2017）に直面する」等、社会的
視点からの記述が見られた。さらに、「障
害者でありなおかつ自立を求める女性であ
る者に対して社会がきびしい対応をしてく
る」という認識が示された。
　またインタビュー調査では、対象者から
の行政への提言について質問した。日本で
は、飲食店等におけるタッチパネル式の注
文端末が障害者にとって障壁となる例をあ
げ、ユニバーサルデザインの促進という障
害全般に関する提言が得られた。一方イン
ドでは、政策や法律の完全実施、障害者へ
の留保制度（指定カースト、指定部族に対
するのと同様の優先枠）の厳密な実施、女
性障害者に特化した政策策定といった提言
が出された。
　このように日印の女性障害者には、自身
の立ち位置に関して個人の問題として見る
か、社会の問題として見るかという点で認
識の差が見られた。

６．おわりに

　本研究ではまず、日本およびインドの高
等教育及び障害者の高等教育の概況を述
べ、女性障害者に関連する政策・施策の現
状と課題を、国連障害者権利委員会による
障害者権利条約の実施状況に関する各国に
対する審理内容から検討し、女性障害者の
権利保護のための政策が求められることを
明らかにした。障害者権利委員会から両国
に提示された総括所見の分析結果からは、
両国における障害女性への差別に対する視
点が社会的に浸透していない日本と、障害
女性団体等の活動の成果もあって重大な問
題として認知されているインドとの顕著な
違いが示された。
　続いて、両国の高等教育統計を障害と
ジェンダーの２つの視角から検討した。障
害種で区分した統計は豊富に提供されてい
るものの、ジェンダー統計が不在である日
本に対して、特定の社会集団と並んで性別
区分データがもれることなく提供されてい
るインドの違いが明確になった。後者では、
データのさまざまな分析が可能であり、政
策策定、実施につながる可能性が開かれる
いっぽう、前者では女子障害学生のかかえ
る問題について検討する手がかりさえな
く、問題の不可視化につながっている。土
屋（2024）は、日本では障害女性の複合的
な差別の実態に関するデータが圧倒的に不
足していると指摘するが、高等教育統計に
おいてもデータの不在による課題は大きい
ことが示唆された。
　さらに、本研究チームが実施した質問紙
調査の結果から、両国の女性障害者の回答
に異なる傾向が見られた。すなわち、イン
ドでは、教育から職業への移行にあたって
女性であることの制約があったと認識して
いる者が多数であり、女性障害者に配慮し
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た支援の必要性や支援の具体的な内容につ
いて回答する者が多数であった。一方、日
本では、職業への移行にあたって女性であ
ることの制約があったと認識している者が
皆無であり、障害者であることによる困難
については認識していても、障害のある女
性であることの困難については十分認識さ
れていない傾向があった。
　このような違いは、インドの場合、女性
障害者への暴力の存在が了解事項となって
いるという社会的要因、女性障害者の安全
を確保するため家から出さないといった文
化的な要因も無視はできないだろう。加え
て重要なことは、インドでは女子障害学生
自身が自らの直面する問題を認識するため
の論議や論考、支援団体や支援に関する情
報といった社会資源が蓄積され、これらを
日本よりも豊富に入手できるのではないか
という点である。一方、日本では、障害が
あることは可視化されていても、さらに女
性であることによる複合的なジェンダー問
題が社会で不可視化され、個人の問題とし
てとらえられ、数少ない障害女性団体⑻や
研究グループ⑼が活動しながらも、多方面
にわたる情報提供までは困難な状況にあ
る。
　日本の高等教育における女子障害学生に
関するジェンダー統計の不在は、女子障害
学生に必要な配慮に関する視点を不可視化
させるだけでなく、女性障害者の生涯を通
した発達を支援するための政策形成や配慮
の設計を困難にする。
　障害に関係するジェンダー化された複雑
な問題については、それらのほとんどが
フェミニスト（女性学研究者・活動家）の
論議の対象となっていないという問題も指
摘されている（ハンズ，2020）。女性であ
ることによる複合的なジェンダー問題を共
有する上で、小林（2021）によるろう女性学、

さらにはハンズ（2020）の述べるフェミニ
スト障害学あるいはジェンダー視点を重視
した障害学の発展は、女子障害学生、さら
には障害のある女性の問題の可視化に向け
て不可欠な課題と言えるであろう。
　本研究の成果を踏まえた、今後の政策策
定への示唆・助言は以下の通りである。
・�高等教育調査を含む教育調査を実施する

ときに、性別で区分された統計を必ず加
えること。これにより、市担当者による
適切な政策策定、市民団体による有効な
政策提言が可能となり、女性障害者への
政策の充実が期待される。

・�女性障害者団体の活動を奨励するよう
な、具体的支援策を策定すること。これ
により、障害のある女性である市民が、
障壁を認識し、ロールモデルを知り、自
らの人生を主体的に設計していく助けと
なる。

　最後に付言すると、本研究は、一自治体
のみの政策課題ではなく、日本の障害者政
策の改善に向けても重要な示唆を与えるも
のである。
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条項をなくす会）にご助言いただいた。以
上の方々にこの場を借りて深くお礼を申し
上げます。

注
⑴	 2024 年より支援を要する学生は以下の３つに

区分される。①「障害学生」は障害者手帳を有
する者または医師の診断・健康診断等により障
害が明らかになった者、②「支援障害学生」は

「障害学生」のうち大学が支援を提供する対象
とする者、③「合理的配慮提供学生」は、「支
援障害学生」からの申し出に基づき合理的配慮
を提供する対象とする者、である。

⑵	 21 の障害種は、全盲、弱視、ハンセン氏病治
癒者、ろう及び難聴、肢体不自由、小人症、知
的障害、精神病、自閉スペクトラム症、脳性ま
ひ、筋ジストロフィー、慢性神経疾患、時局性
学習症、多発性硬化症、言語障害、サラセミ
ア、血友病、鎌状赤血球症、盲ろうを含む重複
障害、酸攻撃犠牲者、パーキンソン病。Press 
Information Bureau, Government of India 
Ministry of Social Justice & Empowerment 
2016　https://www.pib.gov.in/newsite/
printrelease.aspx?relid=155592 （2025 年 ９ 月
10 日アクセス）

⑶	 UDID とはインド政府社会正義エンパワメン
ト省障害者エンパワメント局（Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities）
が、オンラインで個々の障害者に発行する障害
者証である。https://swavlambancard.gov.in/
faqs　（2025 年９月 10 日アクセス）

⑷	 基準値以上（benchmark）の障害者とは、2016
年障害者の権利法に規定された障害を、医療
機関で診断を受け 40％を下回らない程度に有
する者を意味する（National Human Rights 
Commission, 2021）。

⑸	 それぞれ１パーセントずつを、⒜ 全盲及び弱
視、⒝ ろう及び難聴、⒞ 脳性まひ，ハンセン
氏病治癒者，小人症，酸による暴行被害者及び

筋ジストロフィー患者を含む運動障害に該当
する者に留保し、１パーセントを、⒟ 自閉症，
知的障害，特定の学習障害及び精神疾患、⒠ 
上記の⒜ないし⒟に掲げる障害の重複障害で
それぞれの障害のために明示されたポストの
中での盲ろうの重複障害を含むものに留保し
なければならない、と規定されている（浅野，
2018）。

⑹	 SC はインド憲法第 341 条に基づき指定された
諸カースト、ST はインド憲法第 342 条に基づ
き指定された諸部族を指し、OBC は 1993 年に
最高裁判所が OBC に対する公的雇用留保を合
憲としたことを受けて実施に移された、いずれ
も行政用語である（押川，2012）。

⑺	 AISHE では障害種別のデータは提示していな
いため障害種別の割合は不明であるが、インド
の高等教育機関に視覚障害学生が多いのは筆
者らの経験と一致する。

⑻	 DPI 女性障害者ネットワークは、特定非営利活
動法人 DPI 日本会議の一部門として、画期的
な複合差別実態報告書を発行している（DPI 女
性障害者ネットワーク，2012）。

⑼	 土屋（2022）は障害のある女性の「生きづらさ」
や「差別」について、障害のある当事者の語り
から可視化しようという試みである。
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